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○疾病・事業ごとの医療体制
・ がん
・ 脳卒中
・ 心筋梗塞等の心血管疾患
・ 糖尿病
・ 精神疾患
・ 救急医療
・ 災害時における医療
・ 新興感染症発生・まん延時における医療
・ へき地の医療
・ 周産期医療
・ 小児医療(小児救急含む)
・ 在宅医療
・ その他特に必要と認める医療

○地域医療構想（※）

○地域医療構想を達成する施策

○病床機能の情報提供の推進

○外来医療の提供体制の確保(外来医療計画)（※）

○医師の確保(医師確保計画)(※)

○医療従事者(医師を除く)の確保

○医療の安全の確保

○二次医療圏・三次医療圏の設定

○医療提供施設の整備目標

○医師少数区域・医師多数区域の設定

○基準病床数 等

医療提供体制の確保に関する基本方針

基本方針【大臣告示】

医療計画の作成
○ 留意事項

○ 内容、手順 等

疾病・事業別の医療体制

○ 求められる医療機能
○ 構築の手順 等

【法第30条の４第１項】

都道府県は基本方針に即して、かつ地域

の実情に応じて医療計画を定める。

【医療法第30条の８】

厚生労働大臣は、技術的事項について必要な助言ができる。

【医療法第30条の３】

厚生労働大臣は基本方針を定める。

医療計画作成指針【局長通知】

疾病・事業及び在宅医療に係る
医療体制構築に係る指針【課長通知】

医 療 計 画

※ 地域医療構想については「地域医療構想策定ガイドライン」、外来医療計画については「外来医療に係る医療提供
体制の確保に関するガイドライン」、医師確保計画については「医師確保計画策定ガイドライン」を厚生労働省からそ
れぞれ示している。

医療計画の策定に係る指針等の全体像
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これまでの医療安全施策と医療計画



医療安全推進総合対策～医療事故を未然に防止するために～
（医療安全対策検討会議 平成14年４月17日）（抄）

第１章 今後の医療安全対策

１－３ 医療安全を確保するための関係者の責務等

医療安全を確保するためには、行政、医療機関、医療関係団体、教育機関や企業、さらに、医療に関係する全て

の者が各々の役割に応じて医療安全対策に向けて積極的に取り組むことが必要である。

以下、国をはじめとする、関係者の責務や役割について本検討会議としての考えをまとめている。

（１） 国の責務

医療安全の確保は、医療政策における最も優先度の高い課題であり、関係者が一丸となって努力していか

なければならないが、このための環境を整備することは国の責務である。

このため、国は、医療安全の推進に向けた短期及び中長期的な目標を明らかにするとともに、その達成に

向けて関係者の取組を調整し、必要な基盤整備を行わなければならない。

例えば、国民や社会の期待、医療安全の実態を常に把握し、医療安全に関する知見や諸外国における動向

等について調査し、医療安全対策の基本的指針や基準、必要な社会的規制の策定、資源の効果的な配分等、

必要な施策の立案と評価を行うとともに、適宜必要な見直しを行っていかなければならない。

（２）地方自治体の責務

住民に身近な行政として、それぞれの地域において医療安全を確保するために地域の関係者とともに安全

対策に取り組むことは、地方自治体の責務である。また、国の基本的指針・基準等を踏まえ、国や他の地方

自治体等との調整を図りつつ、地域における医療の実態を把握した上で、医療機関に対して指導監督等を行

う必要がある。

また、地域住民に対して保健所などを窓口とした教育、情報提供、相談業務などを実施するとともに、医

療関係団体における取組の調整、指導、情報提供等を行う必要がある。
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これまでの主な医療安全施策と医療計画

平成14年４月
「医療安全推進総合対策」策定

令和４年３月
医療安全支援センター運営要領改
正

平成19年４月
都道府県等に医療安全支援セン
ター設置努力義務

平成28年６月
特定機能病院のピアレビュー開
始

令和３年４月
特定機能病院の承認要件に第
三者評価の受審を追加

平成30年４月
特定機能病院以外を対象に医
療安全対策地域連携加算を新
設

平成31年４月
医療安全地域連携シートが医
療機関で活用されるよう、各自
治体に通知

平成27年10月
医療事故調査制度開始

平成28年６月
支援団体等連絡協議会を制度
的に位置づけ

令和３年３月
病院等の管理者に対し医療事
故調査・支援センターや支援団
体が開催する研修の受講を推
進するよう、各自治体に依頼

平成24年４月
患者サポート体制充実加算を新
設

平成18年４月
医療安全対策加算を新設

平成25年１月
「医療対話推進者の業務指針」
を策定。医療機関に周知するよう
各自治体に依頼。平成19年３月

「医療安全管理者の業務指針
および養成のためのプログラム作
成指針」を各自治体に通知

医療事故調査制度についての理解を深める必要がある。

内部からの評価だけでは分からない安全管理上の問題点を明らかにすることにより、医療安全管理体制の質をより高める
必要がある。

・地域の医療機関における医療従事者の医療安全に関する知識の習得が必要である。
・患者・住民の医療への主体的な参加が必要である。
・地域の関係機関との連携強化が重要である。

医
療
提
供
施
設
に
お
け

る
医
療
の
安
全
を
確
保

す
る
た
め
の
措
置

医
療
安
全
支
援

セ
ン
タ
ー

平成14～18年度
第４次医療計画

平成20～24年度
第５次医療計画

平成25～29年度
第６次医療計画

平成30～令和５年度
第７次医療計画

令和６～11年度
第８次医療計画

第８次医療計画に向けた課題

医療の安全の確保に関する事項は
第５次計画から盛り込まれた。

第６次、第７次計画においては、医療安全の確保に関する事項について
記載ぶりの大きな変更は行わなかったが、各種制度変更等により医療安全
の向上を図ってきた。
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第８次医療計画に向けた課題
1)医療提供施設における医療の安全を確保するための措置



医療提供施設における医療の安全を確保するための措置について

ポイント 現状

（１）

医療事故調査

制度の機能的

な運用

医療事故調査制度において、「医療事故」に該当するかどうかについては、病院等の管理者が組織

として判断することとされている。また、病院等の管理者は医療事故が発生した場合、医療事故調査等

支援団体に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めることとされている。支援団体が組織し

た支援団体等連絡協議会は中央組織として１カ所、地方組織として都道府県毎に設置されており、医療

事故調査・支援センターは支援団体等連絡協議会と連携し、医療事故調査に係る研修を実施することと

している。

医療事故調査制度の研修の１つとして医療事故調査・支援センターが実施している「医療事故調査

制度管理者・実務者セミナー」の受講者数を見ると、制度創設当初の平成27年度は計1,847名であっ

たが、近年は600名前後で推移している。また、実際に医療事故に該当するか否かの判断を行う管理者

の出席は全体の１割前後に留まっている。この状況から令和2年12月に医療事故調査・支援センターか

ら「医療事故調査制度の普及・定着」に関する要望が出され、病院等の管理者が医療事故調査制度の運

用において主たる役割を担っているが、医療事故調査制度に係る研修会への出席が少ないことから、当

該研修への管理者の出席を誘導する方策の検討について要望されている。

これを受け、令和３年３月、各自治体宛てに、医療事故調査・支援センターや支援団体が開催する

研修の受講を推進するよう事務連絡を発出するとともに、令和３年７月に発出した「令和３年度の医療

法第25条第１項の規定に基づく立入検査の実施について」（令和３年７月29日付け医政発0729第23号

厚生労働省医政局長通知）においても、「医療事故調査制度に係る研修への医療機関の管理者の参加状

況の確認を行う」こととし、病院等の管理者の医療事故調査制度に関する正確な知識や理解を促進して

いるところ。
7



医療提供施設における医療の安全を確保するための措置について

ポイント 現状

（２）
外部からの評価に
よる医療安全の推
進

○ 平成14年に策定された「医療安全推進総合対策」において、医療機関における医療安全の取組
への第三者による客観的な評価は、医療安全の向上にあたって有効であると言及されている。

○ 特定機能病院については、群馬大学医学部附属病院において発生した、腹腔鏡を用いた肝臓の
手術を受けた患者８名が死亡した事案や、東京女子医科大学病院において発生した、小児の集中
治療において人工呼吸中の鎮静に使用することは禁忌とされているプロポフォールを継続投与さ
れた児が死亡した事案といった、大学附属病院等における医療安全に関する重大事案が相次いで
発生したことを踏まえ、医師・看護師等のスタッフがお互いの病院に立入を行い、医療安全の改
善のためのアドバイスを行う取組、いわゆるピアレビューを実施することが義務づけられている
とともに、第三者評価（※）を受審し、指摘事項に対応するよう努めるとともに、対応状況につい
て公表することが特定機能病院の承認要件となっている。（※）日本医療機能評価機構、JCI、ISOによる

○ 特定機能病院以外の医療機関においても、外部評価を受けることにより安全管理上の問題点を
明らかにすることは有効であることから、平成30年に医療安全対策地域連携加算が新設され、医
療機関相互の評価が算定要件の１つとなっている。

○ 例えば、独立行政法人労働者健康安全機構（JOHAS）では、近隣の会員病院同士2～3病院でグ
ループを作り相互評価を実施している。相互評価を実施する病院の医療安全管理者同士で相談し
て毎年相互評価のテーマを決定し、相互評価を実施している。相互評価により、自院のみでは予
測していなかった指摘を受け、病院内での改善活動に繋げており、機構の全国病院長会議や看護
部長会議で改善事例の報告を行い、共有することにより医療安全対策の標準化を図っている。

○ こうした近年の動向を踏まえ、他病院からの評価や第三者評価を受審することにより、更なる
医療安全の向上を図っていくため、医療安全に関する外部評価について、作成指針へ追加するこ
とを検討する必要がある。
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第８次医療計画に向けた課題
2)医療安全支援センター



医療安全支援センターの現状

医療安全支援センター（以下「センター」という。）について、現行の医療計画作成指針においては、センターの

設置率、相談職員の配置数、活動状況に関する情報提供の状況、医療安全推進協議会の設置状況が項目に位置づけられ

ている。

さらに、センターにおいては、（１）センターの相談対応に関する質の向上、（２）センターによる相談対応以外の

活動、（３）医療安全推進協議会の開催により、更なる医療の安全の向上を図っているところ。

ポイント 現状

（１）
センターの相談対応に関する
質の向上

医療安全支援センター運営要領では、相談等へ適切に対応するため、相談職員等の職員
に対して、カウンセリングに関する技能、医事法制や医療訴訟に関する知識、事例分析に
関する技術等の習得に必要な研修を定期的に受講させることを求めている。

医療安全支援センター総合支援事業では、センターの職員を対象とした研修を令和3年
度は計5回開催しており、センター1箇所あたりの当該研修の受講者は全国で平均して1.26

人となっているが、令和3年度に1人も受講していない都道府県が複数あった。

（２）
センターによる相談対応以外
の活動

医療安全支援センター運営要領では、住民への医療安全に関する普及啓発活動の実施を
求めているところ、全国の平均実施率は82.4％であるが、大半のセンターはホームページ
への情報の掲載に留まっている。

また、医療法では、医療従事者を対象とした研修の実施を求めているが、全国の平均実
施率は27.1％に留まっている。

（３）
医療安全推進協議会の開催

医療安全支援センター運営要領では、医療安全推進協議会の定期的な開催を求めている
ところであるが、全国の平均実施率は27.4％に留まっている。
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第８次医療計画の見直しの内容

（医療の安全の確保関係）



医療の安全の確保について（第８次医療計画の見直しのポイント）

• 医療事故調査制度運用の要である病院等の管理者に制度についての理解をより深めていただくため、研修の受講

を推進する。

• 医療機関における医療安全の取組への客観的な評価により、更なる医療安全の向上を図る。

• 医療安全支援センターについて、相談対応の質の向上を図る観点から、相談職員の研修の受講を推進する。また、

医療安全推進協議会の開催等により、地域の医療提供施設や医療関係団体と連携、協力して運営する体制の構築を

推進する。

概 要

• 医療提供施設における医療の安全を確保するため

の措置に係る現状及び目標として、病院等の管理者

に医療事故調査制度についての理解を促す観点から

研修の受講割合を盛り込むとともに、病院における

医療安全の取組への客観的な評価により、当該取組

を推進していくため、他の病院から医療安全対策に

関して評価を受けている又は第三者評価を受審して

いる病院数の割合を新たに項目へ盛り込む。

医療提供施設における医療の安全を確保するための措置

• 医療安全に関する情報提供、研修等求められる業

務に即した項目を盛り込むとともに、相談対応の質

の向上を図る観点から、研修を受講した相談職員数

の割合を追加する。また、医療安全推進協議会につ

いては、その開催状況についても把握する。

医療安全支援センター

医療安全に関する
外部からの客観的評価

他の医療機関
又は

第三者機関
医療機関
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改正後の「基本方針」（医療の安全の確保関係） 【大臣告示】

第四 医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療機能に関

する情報の提供の推進に関する基本的な事項

七 医療の安全の確保

都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療事故（法第六条の十第一項に規定する医療事

故をいう。）が発生した場合の対応に関する取組等を含む医療提供施設が講じている医療の安全を

確保するための取組の状況を把握し、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発等

に関し、必要な措置を講ずるよう努めることが重要である。また、医療安全支援センターを設置し、

住民の身近な地域において、患者又はその家族等からの医療に関する苦情又は相談に対応し、必要

に応じて当該医療提供施設に対して、必要な助言を行う等の体制を構築するよう努めることが重要

である。
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改正後の「医療計画作成指針」（医療の安全の確保関係）
【令和５年３月3 1日医政発第 0 3 3 1第 1 6号医政局長通知】

第３ 医療計画の内容

８ 医療の安全の確保

医療提供施設及び医療安全支援センターの現状及び目標について、(1)及び(2)により記載する。

（略）

(1) 医療提供施設における医療の安全を確保するための措置に関する現状及び目標

① 病院、一般診療所、歯科診療所及び助産所ごとの総数に対する医療安全管理者を配置している医療施設数の割合

② 病院の総数に対する専従又は専任の医療安全管理者を配置している病院数の割合

③ 病院、一般診療所、歯科診療所及び助産所ごとの総数に対する医療安全に関する相談窓口を設置している医療施設数の割合

④ 病院、一般診療所、歯科診療所及び助産所ごとの総数に対する、医療事故調査制度に関する研修（医療事故調査・支援センター又

は支援団体等連絡協議会が開催するもの（委託して行うものを含む。）に限る）を管理者が受講した医療施設数の割合

⑤ 病院の総数に対する他の病院から医療安全対策に関して評価を受けている又は第三者評価（公益財団法人日本医療機能評価機構が

実施する病院機能評価、Joint Commission Internationalが実施するJCI認証による評価及びISO規格に基づくISO 9001認証によ

る評価に限る）を受審している病院数の割合

(2) 医療安全支援センターの現状及び目標

記載に当たっては、「医療安全支援センターの実施について」（平成19年３月30日付け医政発第0330036号厚生労働省医政局長通

知）を参考に、次の事項について記載すること。

① 二次医療圏の総数に対する医療安全支援センターを設置している二次医療圏数の割合

② 相談職員（常勤換算）の配置数

③ 相談職員の総数に対する、医療安全支援センター総合支援事業が実施する研修を受講した相談職員数の割合

④ ホームページ、広報等による都道府県、二次医療圏及び保健所設置市又は特別区における医療安全支援センターの活動状況に関す

る情報提供の状況

⑤ 都道府県、二次医療圏、保健所設置市及び特別区における、医療従事者に対し医療安全に関する研修を実施している医療安全支援

センターの割合

⑥ 都道府県、二次医療圏、保健所設置市及び特別区における、患者・住民に対する医療安全推進のための意識啓発活動の実施状況

⑦ 都道府県、二次医療圏、保健所設置市及び特別区における医療安全推進協議会の設置・開催状況 14
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医療事故調査制度に関する研修について

⚫ 医療事故調査制度「管理者・実務者セミナー」

• 医療にあたっての知識および技能の習得に加え、医療事故調査制度を牽引する各医療機関の管理者および医療

安全担当者等の実務者を養成する。

• 令和5年度の実施時期は未定（令和４年度は12月～3月にe-learning、2月に参加型Web研修を実施）

⚫ 医療事故調査制度研修会

• 医療事故調査制度の対応について、歯科の特殊性をふまえ、医科との連携の在り方、院内調査の支援と報告書

作成など、全国の歯科医療機関に携わる人材を育成する。

• 令和5年度の実施時期は未定（令和４年度は１月下旬にWeb形式で実施）

⚫ 医療事故調査・支援センター主催研修

• 中小規模の医療機関における事故報告や院内調査の実際、ならびに地域における医療機関の連携や支援の実際

を踏まえ、医療事故調査を円滑に実施するための方策について共有する。

• 令和５年度の実施時期は未定（令和４年度は12月上旬にWeb形式で実施し、２月末までオンデマンド配信）

医療事故調査・支援センターが実施するもの

⚫ 地方協議会（各都道府県医師会）において実施。

医療事故調査支援団体等連絡協議会が実施するもの

令和５年度からは、厚生労働省から各自治体の衛生主管部（局）宛にも医療機関への周知依頼を行う予定ですので、

管下の医療機関への情報提供にご協力いただきますようお願いいたします。

16



医療安全地域連携シートについて

⚫ 医療安全対策に関する他の医療機関からの評価につい

ては、「医療安全地域連携シートについて」（医政安

発0412第１号平成31年４月12日付け厚生労働省医政

局総務課医療安全推進室長通知）において、医療安全

地域連携シートの活用方法を紹介しているので、参考

としていただきたい。
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各自治体における医療安全支援センターに関する取組例

○東京都医療安全支援センターでは、相談職員12名を配置（交代で各営業日３～４名で相談に対応）

○令和３年度は延べ13人の相談職員が医療安全支援センター総合支援事業が実施した研修を受講

○都内の他のセンター職員を対象に、相談対応に関する研修会を開催

(1 )センター内の相談職員への研修（東京都）

研修受講を促進するための具体的な取組

・研修案内を周知する。

・オンデマンド配信の場合は、相談電話の着信や来庁面接がないタイミングに、同日に勤務している相談員の了解を得られ

れば、うち１名は勤務時間中に受講可とする（相談員同士でお互いに調整するようにする）。

・研修資料がある場合は資料提供する。

・常勤職員も受講し、日常的な会話の中で、受講して新たに知った点や感想を相談員へ共有し、受講を勧める雰囲気にする。

受講した相談員からも、同様に共有してもらったり、相談員同士で勧めてもらったりする。

・都内の保健所に設置している相談窓口には、総合支援事業からの研修案内メールを「医療安全課が主催する研修ではテー

マとして取り上げないものであるため、受講して業務の参考にしていただきたい」旨を追記して転送する。

研修会を開催するための具体的な取組

・テーマと講師設定は、社会情勢や相談窓口の実際の対応の動向を踏まえ、実施予定日の２か月前を目安に決める。

・年３回実施しているが、受講者に毎回、受講後アンケートを実施し、次回以降の企画の参考にしている。アンケート項目は、今後の業務に参考になる

具体的な内容、今後の研修会で希望するテーマや講師。

・総合支援事業が実施する研修や、過去の研修内容、他の保健所で実施される研修内容を確認し、テーマや講師が重複しないように企画する。

・講師と打合せの際に、医療安全支援センター「患者の声相談窓口」の基本姿勢や、日常の相談対応で困っていることを具体的に説明し、理解を少しで

もいただいてから、講演内容の作成をお願いする。（一般的なことではなく、相談窓口の主旨にそった内容をお願いする）

・事前に講師への質問事項を募って講師へ提供し、その内容を踏まえて講演内容を作成していただく。

・オンデマンド配信の場合は、勤務日数が少ない相談員も受講機会を確保できるよう、配信期間を１～２か月とる。また、要望に応じて、再配信する。

・受講対象者は、保健所で相談対応に携わる常勤職員や会計年度任用職員に加え、相談窓口の委託業者や派遣会社職員も可とする。
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各自治体における医療安全支援センターに関する取組例

○松本市内の盛んな公民館の活動の機会を活用

○市民からの要望に応じて、センターの相談員が「医者にか

かる10箇条」を紹介

○令和３年度は計7箇所の公民館で実施

(2)センターによる相談対応以外の活動（松本市）

○年間１～３回の頻度で協議会を開催

○希望者は傍聴が可能で、議事録や資料もホームページ等で

公開される。

○センターの実施した事業の振り返り、翌年度の事業計画の

検討、寄せられた相談に関する事例検討が行われている。

横浜市HP：

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-

iryo/iryo/anzenshien/iryoanzen/kyougikai.html

(3)医療安全推進協議会の開催（横浜市）
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医療安全支援センター総合支援事業が実施する研修

⚫ 初任者研修

• 医療安全支援センター職員の初任者（概ね経験が1年未満）を対象に、苦情・相談に対応するた

めに必要となる基礎知識とコミュニケーションスキルを習得することを目的に開催

• 年３回（例年５月～６月）（本年度は5/31,6/6,6/15に実施予定）

⚫ 実践研修

• 苦情・相談の対応に必要な知識や情報の提供を目的としたオンデマンド型の研修

• 年１回（令和４年度は12月中旬～３月末にかけて開催）（本年度は９月から配信予定）

⚫ スキルアップ研修

• 相談対応のスキル向上を目的としたオンデマンド型の研修

• 年１回（令和４年度は５月初旬～３月末にかけて開催）（本年度は5/22以降 配信予定）

⚫ 医療安全支援センター全国協議会

• 医療安全支援センターの運営や相談支援活動の質向上につながる情報提供や情報交換の場を提供

することを目的に開催

• 年１回（例年１月～２月頃）

令和５年度からは、厚生労働省から各自治体の衛生主管部（局）宛にも周知を行う予定ですので、セン

ター職員が研修を受講できるようご協力をお願いいたします。
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データの把握方法について

医療安全支援センター総合支援事業では、全国の医療安全支援センターを対象に、「医療安全支援

センターの運営の現状に関する調査」（相談件数や運営体制などについての調査）を実施しており、

事業のホームページにおいて、年度ごとの調査結果を公表している（令和４年度実施分の調査結果は、

令和５年３月に公表済み）。現状及び目標達成状況の把握の参考としていただきたい。

医療安全支援センター総合支援事業ＨＰ： https://www.anzen-shien.jp/information/

医療計画作成指針に記載している項目は、医療機能情報提供制度における医療機関の報告事項とし

て追加することとし、所要の省令・告示改正を実施。

各都道府県においてシステム改修をしていただいた後、令和６年１～３月頃に医療機関からの報告

が開始されると承知しているので、現状及び目標達成状況の把握の参考としていただくとともに、第

８次医療計画策定後の毎年のフォローアップや中間報告の際にご活用いただきたい。

医療安全支援センターについて

医療提供施設における医療の安全を確保するための措置について
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